
一
頁

○

犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
十
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
触
法
少
年
及
び
ぐ
犯
少
年
）

（
触
法
少
年
）

第
二
百
十
五
条

捜
査
の
結
果
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
第
二
百
十
五
条

被
疑
者
が
十
四
歳
に
満
た
な
い
で
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を

い
て
は
、
少
年
警
察
活
動
規
則
（
平
成
十
四
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十

し
た
少
年
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
少
年
に

号
）
第
三
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

つ
い
て
適
切
な
補
導
の
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

一

被
疑
者
が
少
年
法
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
少
年
で
あ
る
こ
と

の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
保
護
者
が
な
く
、
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る

が
明
ら
か
と
な
つ
た
場
合

こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
児
童
通
告
書
（
別
記
様
式
第

二

被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
事
実
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た
と
き
で
あ

二
十
三
号
）
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
又
は
福
祉
事
務
所
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な

つ
て
、
こ
の
者
が
少
年
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
少
年
で
あ
る

ら
な
い
。

場
合

（
ぐ
犯
少
年
）

第
二
百
十
六
条
及
び
第
二
百
十
七
条

削
除

第
二
百
十
六
条

被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
事
実
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
つ
た

場
合
に
お
い
て
、
こ
の
者
が
少
年
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
少
年

で
あ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
の
手
続
に
よ
る
処
理
を
と
る
も
の
と
す
る
。

一

処
理
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
十
四
歳
以
上
で
あ
つ
て
、
そ
の
者

を
家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
第

二
百
十
条
（
少
年
事
件
の
送
致
及
び
送
付
先
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
家
庭

裁
判
所
へ
の
送
致
の
場
合
に
準
じ
て
送
致
す
る
こ
と
。

二

処
理
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
十
四
歳
以
上
十
八
歳
未
満
で
あ
つ



二
頁

て
、
保
護
者
が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
家
庭
裁
判
所
に
直
接
送
致
す
る
よ
り
も
、
ま
ず
、

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
に
よ
る
措
置
に
ゆ
だ

ね
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
児
童
通
告
書
に
よ
り
児
童

相
談
所
又
は
福
祉
事
務
所
に
通
告
す
る
こ
と
。

三

処
理
す
る
時
に
お
い
て
、
当
該
少
年
が
十
四
歳
未
満
で
あ
つ
て
、
保
護
者

が
な
い
と
き
又
は
保
護
者
に
監
護
さ
せ
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
児
童
通
告
書
に
よ
り
児
童
相
談
所
又
は
福
祉
事
務
所
に
通
告

す
る
こ
と
。

（
通
告
の
指
揮
）

（
削
る
）

第
二
百
十
七
条

少
年
事
件
に
つ
い
て
、
通
告
の
手
続
を
と
る
に
当
た
つ
て
は
、

警
察
本
部
長
又
は
警
察
署
長
の
指
揮
を
受
け
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
少
年
の
交
通
法
令
違
反
事
件
の
送
致
）

（
少
年
の
交
通
法
令
違
反
事
件
の
送
致
）

第
二
百
二
十
一
条

少
年
の
交
通
法
令
違
反
事
件
の
送
致
は
、
交
通
法
令
違
反
少
第
二
百
二
十
一
条

少
年
の
交
通
法
令
違
反
事
件
の
送
致
は
、
交
通
法
令
違
反
少

年
事
件
送
致
書
（
家
庭
裁
判
所
へ
送
致
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第

年
事
件
送
致
書
（
家
庭
裁
判
所
へ
送
致
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第

二
十
三
号
。
た
だ
し
、
管
轄
地
方
検
察
庁
の
検
事
正
が
少
年
の
交
通
法
令
違
反

二
十
四
号
。
た
だ
し
、
管
轄
地
方
検
察
庁
の
検
事
正
が
少
年
の
交
通
法
令
違
反

事
件
の
捜
査
書
類
の
様
式
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都

事
件
の
捜
査
書
類
の
様
式
に
つ
い
て
特
例
を
定
め
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
都

道
府
県
警
察
の
警
察
本
部
長
が
管
轄
家
庭
裁
判
所
と
協
議
し
て
そ
の
特
例
に
準

道
府
県
警
察
の
警
察
本
部
長
が
管
轄
家
庭
裁
判
所
と
協
議
し
て
そ
の
特
例
に
準

じ
て
別
段
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
様
式
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

じ
て
別
段
の
様
式
を
定
め
た
と
き
は
、
そ
の
様
式
）
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
身
上
調
査
表
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
身
上
調
査
表
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
た
だ

し
、
犯
罪
事
実
、
犯
罪
の
原
因
及
び
動
機
、
当
該
少
年
の
性
格
、
行
状
及
び
環

し
、
犯
罪
事
実
、
犯
罪
の
原
因
及
び
動
機
、
当
該
少
年
の
性
格
、
行
状
及
び
環



三
頁

境
、
家
庭
の
状
況
等
か
ら
、
特
に
刑
罰
又
は
保
護
処
分
を
必
要
と
す
る
と
認
め

境
、
家
庭
の
状
況
等
か
ら
、
特
に
刑
罰
又
は
保
護
処
分
を
必
要
と
す
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
視
察
簿
）

（
視
察
簿
）

第
二
百
五
十
六
条

第
二
百
五
十
二
条
（
保
釈
者
等
の
視
察
）
に
規
定
す
る
視
察
第
二
百
五
十
六
条

第
二
百
五
十
三
条
（
保
釈
者
等
の
視
察
）
に
規
定
す
る
視
察

を
行
つ
た
と
き
は
、
視
察
簿
（
別
記
様
式
第
二
十
四
号
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
明

を
行
つ
た
と
き
は
、
視
察
簿
（
別
記
様
式
第
二
十
五
号
）
に
よ
り
、
こ
れ
を
明

ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捜
査
事
故
簿
）

（
捜
査
事
故
簿
）

第
二
百
七
十
四
条

逮
捕
状
そ
の
他
法
令
に
よ
る
強
制
処
分
に
関
す
る
事
故
そ
の
第
二
百
七
十
四
条

逮
捕
状
そ
の
他
法
令
に
よ
る
強
制
処
分
に
関
す
る
事
故
そ
の

他
捜
査
に
関
す
る
紛
議
等
が
あ
つ
た
と
き
は
、
捜
査
事
故
簿
（
別
記
様
式
第
二

他
捜
査
に
関
す
る
紛
議
等
が
あ
つ
た
と
き
は
、
捜
査
事
故
簿
（
別
記
様
式
第
二

十
五
号
）
に
よ
り
そ
の
経
緯
及
び
措
置
等
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

十
六
号
）
に
よ
り
そ
の
経
緯
及
び
措
置
等
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。



四
頁

別
記
様
式
第
二
十
号

別
記
様
式
第
二
十
号



五
頁

（
削
る
）

別
記
様
式
第
二
十
三
号



六
頁

別
記
様
式
第
二
十
三
号

別
記
様
式
第
二
十
四
号



七
頁

別
記
様
式
第
二
十
四
号

別
記
様
式
第
二
十
五
号



八
頁

別
記
様
式
第
二
十
五
号

別
記
様
式
第
二
十
六
号


